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―会 議 録 

会議の名称  令和 5年度第 3回飯塚市公立保育所こども園あり方検討委員会 

開 催 日 時 令和 5年 12月 4日（月）午後 3時～3時 30分 

開 催 場 所  飯塚市役所 4階 入札室 

出 席 委 員  皆川晶 委員長・山下久子 委員・森山紹人 委員・藤本陽子 委員 

欠 席 委 員  福間一志 委員・武田祐子 委員・立石剛久 委員・稲冨博美 委員 

事務局職員 林利恵 福祉部次長・日高政徳 保育課長・瓜生知世理 保育こども園係長  

会 議 内 容 (委員長) 

次第 2 議事「飯塚市筑穂子育て支援センター事業運営委託受託候補者に係る答申につ

いて」を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

(事務局) 

（資料：答申書（案）の基づき説明。） 

委託団体は、「株式会社 日本デイケアセンター」様となっております。2 者の応募

だったため、選定評価点数が配点合計の 6 割以上かつ配点合計点数が上位の申込者と

することを判断の基準として選考しております。委員会の付帯意見、選考の経過等、

審議における基本的考え方を記載しております。委員会の付帯意見として委員の皆様

方からのご意見がございましたら、そちらを記載させていただき答申書をまとめさせ

ていただきたいと思っております。 

 

(委員長) 

皆様方、この答申書の付帯意見のところをご覧いただいて、ご質問やご意見いただき

たいと思います。ここに載っているのは前回と同じ文面なのですか。 

 

(事務局) 

前回と同じです。 

 

（委員①） 

この結果を見るところで決定された事業者の方、日本デイケアセンターの、こちらの

業務実績っていうのは大まかに何かどんなことがありますか、今現在。 

 

(事務局) 

こちらの日本デイケアセンター様につきましては、春日井市の方でこども屋内遊び場

の指定管理業務をされています。あと神戸市さんで、こべっこあそびひろば六甲アイ

ランドの指定管理業務をされております。子育て支援センターの大きいバージョンと

ちょっとちっちゃいバージョンみたいな種類です。それ以外は、企業主導型とか、そ

ういった保育施設を、認可ではないのですけども、全国、いろいろされています。 

 

（委員①） 
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ということは、この福岡県内もしくは飯塚市内に、何か事業所をお持ちなのですか。 

 

(事務局) 

飯塚市内にはないです。 

 

（委員①） 

福岡県内では。 

 

(事務局) 

県内には福岡営業所があって、本社の方は東京です。 

 

（委員①） 

それでは、今から飯塚市の子育て環境とかそういったものに関しては、調査というか 

運営しつつ、進めていくという形になりますか。 

 

(事務局) 

はい。 

 

(委員長) 

今説明していただいたような認可外のとか、いろいろ保育に関する事業をいろいろさ

れていて、活動としては、日本全国で百ヶ所くらい。ほんとにいろいろな活動をされ

ています。飯塚市は独特の地域性とかありますけど、そういったことに関してどうで

しょうかとご質問したんですけれどもそれは、これからいろいろ勉強していきますと

いうことでした。 

 

（委員①） 

実績としては申し分ない団体になるわけですね。 

 

(事務局) 

そうですね。私、認可外と言いましたけど、認可保育園も、委託を受けてやっておら

れます。 

 

（委員①） 

それはどちらの方で。 

 

(事務局) 

東京で、です。 

 

（委員①） 
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基本的に運営団体としては株式会社でなさるのでしょうから、なかなかこちらの方で

は、株式会社の運営って委託先の指定にはならないからですね。わかりました。そう

いう団体がやっぱりあるのですね。 

 

(事務局) 

事務局といたしましては、付帯意見にこの４つは基本的なことなので、ぜひ残してい

ただいたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

(委員長) 

皆さん、この４つの他に何かを付け加えたいということがありましたらどうぞご意見

お願いいたします。 

 

（委員①） 

個人的意見としてこの付帯意見にプラスアルファーという意見はもう実際に今の時点

では、私はございません。ございませんけども、先ほど委員長からもお話があったよ

うに、初めての、もちろん実績はもう十分お聞きしたのですけれども、この飯塚市し

かも筑穂地区の方で支援センターを行っていただくにあたって、やはり引き受けられ

る団体の方ももちろん初めてで手探りで始まっていくと思いますので、我々あり方委

員会としては、やはりその経緯は、しっかり見させていただくことが必要なのではな

いかなというふうに思います。ですので、これは附帯意見というよりも事務局の皆さ

んの方にお願いをしたいのですけれども、定期的に確認ができる、活動をどういうふ

うに、最初から、当然すべてというわけにはいきませんけれども、少しずつ活動の幅

が広がっていっている、そして、利用される方のニーズに合っていっているかという

のを確認できる機会があると、我々も安心して、お任せすることができるかなと思い

ます。 

 

(皆川委員長) 

他に皆さん、ありませんでしょうか 

 

（委員②） 

この前の時は、スタッフは、今の筑穂子育て支援センターのスタッフさんを優先的に

と言われていたのですよね。 

 

(皆川委員長) 

希望者は、はい。 

 

（委員②） 

施設長にも、今運営されている方にも声をかけるということを言われていましたよね。 
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（委員①） 

職員の方が例えば継続してされるのであれば、これまでの事情とかも十分に分かられ

るので、積極的に雇い入れしていただけるのであれば、もうなおさら私たちは安心な

状況になるのかなと思います。その辺も含めて、人選というか人事まではもちろん口

出すことはできませんけれども、そういう人選の部分に関しても、職員の状況に関し

ても、初めてお願いすることですから、やはり経過を我々は見ていく必要があるかな

というふうに、そこがまた大事になってくるかなと思います。 

 

(委員長) 

私たちが選定しましたので責任としてやはり、今後も、定期的に活動とか、利用者の

ニーズに合っているか、経過を、私たちが、他の支援センターからアドバイスいただ

いたりとか、そういうことで、子育て支援センターが活発に活動できるような支援を

していきたいと思いました。他何かございませんでしょうか。ではこの付帯意見はも

うこのまま４つを載せていただくということでよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

はい。 

 

(委員長) 

では、よろしくお願いいたします。他に何かご意見とかご質問ありませんでしょうか。

よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

はい 

 

(委員長) 

では事務局から説明のありました、この答申案について、皆様からの意見を附して答

申案とすることでご異議ありませんでしょうか。 

 

（委員） 

はい。 

 

(委員長) 

事務局で答申案をまとめてこの内容で市長へ答申するということで進めさせていただ

いてよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

はい。 
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(委員長) 

何かご質問等ございませんか。では、他にないようでしたらこれで終了したいと思い

ます。 

公開・非公開の別 １ 公開  ２ 一部公開  ３ 非公開 

（傍聴者なし） 

そ の 他 

（非公開理由等） 

 

 


